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注  記

１　重要な会計方針

 　(1) 運営費負担金収益の計上基準

 　　　 期間進行基準を採用しています。

 　　　 なお、建設改良に要する経費（移行前地方債利息償還金等）については、費用進行基準を採用して

　　　　います。

   (2)　減価償却費の会計処理方法

 　 　ア  有形固定資産

         定額法を採用しています。

 　　 　　 主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物 １５～４７年

構築物 １０～５０年

器械備品 　４～１０年

車両 　４～　６年

 　 　イ  無形固定資産

          定額法を採用しています。

 　　　　 なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいていま

　　　　す。

   (3) 引当金の計上基準

 　　 ア  賞与に係る引当金の計上基準

 　　　 役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上していま

　　　　す。

 　　 イ  退職給付に係る引当金の計上基準

 　　　 役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

　　 　　しています。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

　　　  ついては給付算定式基準によっております。

 　　　 数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしています。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）により按

　　　  分した額を費用処理することとしています。

 　 　ウ  貸倒引当金に係る計上基準

 　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等

　　　　については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

   (4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

 　 　ア  医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

 　   イ  診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

   (5) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

 　　　 10年利付国債の令和3年3月31日の利回りを参考に0.104%で計算しています。

   (6) 消費税等の会計処理

 　　　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

２　キャッシュ・フロー計算書関係

   (1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
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現金及び預金勘定

現金及び預金勘定のうち、定期預金

資金期末残高

   (2) 重要な非資金取引

　　　 該当事項はありません。

３　退職給付関係

   (1) 法人の採用する退職給付制度の概要

当法人は、役職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用している。当該

       制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

  (2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務

　 勤務費用

　 利息費用

   数理計算上の差異の当期発生額

   退職給付の支払額

   過去勤務費用の当期発生額 ― 円

期末における退職給付債務

  (3) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務

未認識数理計算上の差異

未認識過去勤務費用

退職給付引当金

  (4) 退職給付に関する損益

勤務費用

利息費用

数理計算上の差異の当期の費用処理額

過去勤務費用の当期の費用処理額

臨時に支払った割増退職金

　合　計

  (5) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）

   割引率　0.6％

４　リース取引関係

　　 該当事項はありません。

５　減損会計に関する事項

  (1) 固定資産のグルーピング方法

　　   継続的に収支の把握を行っている各病院単位を１つの資産グループとした上で、重要な遊休資産につい

　  ては別途独立した資産グループとして扱っています。

  (2) 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

　 　  本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしてい

　   ます。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しています。

4,839,642,161 円

125,230,652 円

▲364,837,260 円

4,839,642,161 円

4,955,476,642 円

▲1,002,000,000 円

3,953,476,642 円

4,706,663,128 円

344,918,750 円

27,666,891 円

125,230,652 円

387,234,987 円

344,918,750 円

27,666,891 円

▲110,581,306 円

― 円

334,714,024 円

5,174,356,185 円

― 円
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６　重要な債務負担行為

（単位　円）

病院名 契約金額
翌年度以降
の支払金額

～ 令和6年3月31日

～ 令和6年3月31日

～ 令和6年3月31日

～ 令和5年3月31日

～ 令和5年3月31日

～ 令和5年3月31日

～ 令和5年3月31日

注　翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しています。

７　重要な後発事象

該当事項は、ありません。

８　金融商品の時価等

  (1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については山口県からの借入に

　　　　よっています。

  (2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位　円）

現金及び預金

未収入金

長期借入金

移行前地方債償還債務

未払金

注　１　負債に計上されているものは、（ ）で示しています。
注　２　金融商品の時価の算定方法に関する事項
　　　　 現金及び預金、未収入金並びに未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額
      にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　　　　 長期借入金及び移行前地方債償還債務の時価については、元利金の合計額を同様の
　　　新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。

(3,970,841,417)

(3,663,650,708)

(3,166,121,187)

(3,945,119,964)

(3,768,067,715)

(3,166,121,187)

(▲25,721,453)

(104,417,007)

－　

4,955,476,642

3,925,148,462

差額

－　

－　

時価

4,955,476,642

3,925,148,462

給食業務 こころの医療センター 156,420,000 104,280,000
令和2年4月1日

貸借対照表
区分

計 　上　 額

物品管理運用業務委託 総合医療センター 152,460,000 101,640,000
令和2年4月1日

医薬品管理支援業務 総合医療センター 133,174,800 88,783,200
令和2年4月1日

山口県立総合医療セン
ター電気機械設備運転
保守管理業務

総合医療センター 191,400,000 143,550,000

令和2年4月1日

給食業務 総合医療センター 443,520,000 295,680,000
令和2年4月1日

157,344,000 118,008,000
令和2年4月1日

山口県立総合医療セン
ター清掃業務（病棟区）

総合医療センター 153,340,000 115,005,000
令和2年4月1日

山口県立総合医療セン
ター清掃業務（外来区）

総合医療センター

契約内容 契約期間
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